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人 事 課 

 

     議案第１２５号 

      港区職員の退職手当に関する条例等の一部改正について 

 

１ 目  的 

  国家公務員退職手当法の適用を受ける期間業務職員（非常勤職員）に係る退職手

当の支給要件の緩和に伴い、地方公務員においても適切な措置を講じるよう示され

ていることから、港区職員の退職手当に関する条例及び港区職員の退職手当に関す

る条例の一部を改正する条例を改正します。 

 

２ 改正内容 

（１）フルタイム会計年度任用職員等に係る退職手当の支給要件のうち、１か月にお

ける必要な勤務日数についての要件を緩和します。 

 

  【現行】 

   常勤職員について定められている勤務時間以上勤務した日数が１８日以上ある

こと。 

 

  【改正後】 

常勤職員について定められている勤務時間以上勤務した日数が１８日（１か月

の週休日等を除く日数が２０日に満たない場合は、２０日と当該２０日に満たな

い日数との差に相当する日数を１８日から減じた日数（職員みなし日数））以上

あること。 

 

  ＜例：令和５年２月（１か月の週休日等を除く日数１９日）の場合＞ 

   

⇒ 職員みなし日数は１７日となり、１９日中１７日以上の勤務で退職手当の

支給要件に該当する月となる。 
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令和５年２月（週休日等を除く日数19日）

令和４年１１月２８日 資料№２７ 
総 務 常 任 委 員 会 

【職員みなし日数の計算方法】 

（１）１か月の週休日等を除く日数：１９日 

（２）２０日と（１）との差に相当する日数 

   ：1 日（２０日－１９日） 

（３）１８日から（２）を減じた日数 

   ：１７日（１８日－１日） 
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（２）（１）の改正に当たり、港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条

例について、規定を整備します。 

 

３ 施行期日 

  公布の日 



港
区
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
新
旧
対
照
表
（
第
一
条
関
係
） 

改 
 

正 
 

案 

現 
 

 
 

 

行 

 
 

（
前
略
） 

（
前
略
） 

 
 

（
支
給
対
象
） 

（
支
給
対
象
） 

第
二
条 

退
職
手
当
の
支
給
を
受
け
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
と
す
る
。 

第
二
条 

退
職
手
当
の
支
給
を
受
け
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
と
す
る
。 

 

一
・
二 

（
略
） 

 

一
・
二 

（
略
） 

 

三 

港
区
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
令
和

元
年
港
区
条
例
第
二
十
号
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
フ
ル
タ
イ

ム
会
計
年
度
任
用
職
員
（
同
号
に
規
定
す
る
フ
ル
タ
イ
ム
講
師
を
含
む
。
）

及
び
港
区
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
第
十
九
条
第
一
項
に
定
め
る
給
与
を

支
給
さ
れ
る
職
員
（
以
下
「
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
等
」
と
い
う
。
）

の
う
ち
、
常
時
勤
務
を
要
す
る
職
員
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
勤
務
時
間

以
上
勤
務
し
た
日
（
法
令
又
は
条
例
若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く
区
規
則
そ
の

他
の
規
程
に
よ
り
、
勤
務
を
要
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
、
又
は
休
暇
を
与
え
ら

れ
た
日
を
含
む
。
）
の
数
（
以
下
「
勤
務
日
数
」
と
い
う
。
）
が
十
八
日
（
一

箇
月
間
の
日
数
（
港
区
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例

（
平
成
十
年
港
区
条
例
第
一
号
。
以
下
「
勤
務
時
間
条
例
」
と
い
う
。
）
第

十
八
条
第
一
項
の
規
定
そ
の
他
の
規
程
に
よ
る
週
休
日
等
（
勤
務
時
間
条
例

第
四
条
及
び
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
週
休
日
、
勤
務
時
間
条
例
第
十
条
及
び

 

三 

港
区
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
令
和

元
年
港
区
条
例
第
二
十
号
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
フ
ル
タ
イ

ム
会
計
年
度
任
用
職
員
（
同
号
に
規
定
す
る
フ
ル
タ
イ
ム
講
師
を
含
む
。
）

及
び
港
区
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
第
十
九
条
第
一
項
に
定
め
る
給
与
を

支
給
さ
れ
る
職
員
（
以
下
「
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
等
」
と
い
う
。
）

の
う
ち
、
常
時
勤
務
を
要
す
る
職
員
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
勤
務
時
間

以
上
勤
務
し
た
日
（
法
令
又
は
条
例
若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く
区
規
則
に
よ

り
、
勤
務
を
要
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
、
又
は
休
暇
を
与
え
ら
れ
た
日
を
含
む
。

以
下
同
じ
。
）
が
十
八
日
以
上
あ
る
月
が
引
き
続
い
て
六
月
を
超
え
る
に
至

つ
た
者
で
、
そ
の
超
え
る
に
至
つ
た
日
以
後
引
き
続
き
当
該
勤
務
時
間
に
よ

り
勤
務
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の 
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第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
休
日
並
び
に
勤
務
時
間
条
例
第
十
二
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
代
休
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
相
当
す
る
日

は
、
算
入
し
な
い
。
）
が
二
十
日
に
満
た
な
い
日
数
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、

十
八
日
か
ら
二
十
日
と
当
該
二
十
日
に
満
た
な
い
日
数
と
の
差
に
相
当
す
る

日
数
を
減
じ
た
日
数
。
以
下
「
職
員
み
な
し
日
数
」
と
い
う
。
）
以
上
あ
る

月
が
引
き
続
い
て
六
月
を
超
え
る
に
至
つ
た
者
で
、
そ
の
超
え
る
に
至
つ
た

日
以
後
引
き
続
き
当
該
勤
務
時
間
に
よ
り
勤
務
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も

の 

（
退
職
手
当
の
支
給
） 

（
退
職
手
当
の
支
給
） 

第
三
条 

（
略
） 

第
三
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
場
合
の
ほ
か
、
前
条
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員
の
そ
の
月

の
勤
務
日
数
が
職
員
み
な
し
日
数
に
達
し
な
い
こ
と
と
な
つ
た
と
き
は
、
そ
の

月
の
末
日
に
お
い
て
退
職
し
た
も
の
と
み
な
し
て
退
職
手
当
を
支
給
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
場
合
の
ほ
か
、
前
条
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員
の
そ
の
月

の
勤
務
日
数
（
常
時
勤
務
を
要
す
る
職
員
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
勤
務
時

間
以
上
勤
務
し
た
日
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
十
八
日
に
達
し
な

い
こ
と
と
な
つ
た
と
き
は
、
そ
の
月
の
末
日
に
お
い
て
退
職
し
た
も
の
と
み
な

し
て
退
職
手
当
を
支
給
す
る
。 

３ 

第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
四
号
に
規
定
す
る
再
び

フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
等
と
な
つ
た
者
の
そ
の
月
の
勤
務
日
数
が
職

員
み
な
し
日
数
に
達
し
な
い
こ
と
と
な
つ
た
と
き
は
、
そ
の
月
の
末
日
に
お
い

て
退
職
し
た
も
の
と
み
な
し
て
退
職
手
当
を
支
給
す
る
。 

３ 

第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
四
号
に
規
定
す
る
再
び

フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
等
と
な
つ
た
者
の
そ
の
月
の
勤
務
日
数
が
十

八
日
に
達
し
な
い
こ
と
と
な
つ
た
と
き
は
、
そ
の
月
の
末
日
に
お
い
て
退
職
し

た
も
の
と
み
な
し
て
退
職
手
当
を
支
給
す
る
。 

４ 

（
略
） 

４ 
（
略
） 

 
 

（
中
略
） 

（
中
略
） 
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（
退
職
手
当
の
調
整
額
） 

（
退
職
手
当
の
調
整
額
） 

第
十
条 
（
略
） 

第
十
条 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

第
二
項
の
休
職
月
等
と
は
、
次
に
掲
げ
る
期
間
の
あ
る
月
（
現
実
に
職
務
に

従
事
す
る
こ
と
を
要
す
る
日
（
次
に
掲
げ
る
期
間
（
無
罪
の
判
決
が
確
定
し
た

場
合
に
お
け
る
第
二
号
に
掲
げ
る
期
間
を
除
く
。
）
以
外
の
期
間
に
お
け
る
週

休
日
等
及
び
勤
務
時
間
条
例
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
そ
の
他
の
規
程
に
よ
る

週
休
日
等
に
相
当
す
る
日
以
外
の
日
を
い
う
。
）
の
あ
つ
た
月
を
除
く
。
）
を

い
う
。 

４ 

第
二
項
の
休
職
月
等
と
は
、
次
に
掲
げ
る
期
間
の
あ
る
月
（
第
一
号
か
ら
第

七
号
ま
で
に
掲
げ
る
期
間
の
あ
る
月
に
あ
つ
て
は
現
実
に
職
務
に
従
事
す
る
こ

と
を
要
す
る
日
の
あ
つ
た
月
を
除
き
、
第
八
号
に
掲
げ
る
期
間
の
あ
る
月
に
あ

つ
て
は
育
児
短
時
間
勤
務
等
（
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（ 

平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
育
児
短
時
間
勤
務

及
び
育
児
短
時
間
勤
務
の
例
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の

期
間
以
外
の
期
間
に
お
け
る
現
実
に
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
要
す
る
日
の
あ

つ
た
月
を
除
く
。
）
を
い
う
。 

 

一
～
四 

（
略
） 

 

一
～
四 

（
略
） 

 

五 

自
己
啓
発
等
休
業
（
地
方
公
務
員
法
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
自
己

啓
発
等
休
業
を
い
う
。
第
十
一
条
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
期
間 

 

 

六 

配
偶
者
同
行
休
業
（
地
方
公
務
員
法
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
配
偶

者
同
行
休
業
を
い
う
。
第
十
一
条
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
期
間 

 

五 

配
偶
者
同
行
休
業
（
地
方
公
務
員
法
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
配
偶

者
同
行
休
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
期
間 

 

七 

（
略
） 

 

六 

（
略
） 

 

八 

育
児
休
業
（
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法

律
第
百
十
号
）
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
育
児
休
業
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
の
期
間 

 
七 

育
児
休
業
（
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
そ
の
他
の
法
律

の
規
定
に
よ
る
育
児
休
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
期
間 

 

九 

育
児
短
時
間
勤
務
等
（
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
そ
の

 

八 

育
児
短
時
間
勤
務
等
の
期
間 
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他
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
育
児
短
時
間
勤
務
及
び
育
児
短
時
間
勤
務
の
例
に

よ
る
短
時
間
勤
務
を
い
う
。
第
十
一
条
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
期
間 

５
～
７ 
（
略
） 

５
～
７ 

（
略
） 

（
勤
続
期
間
の
計
算
） 

（
勤
続
期
間
の
計
算
） 

第
十
一
条 

（
略
） 

第
十
一
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
在
職
期
間
の
計
算
は
、
職
員
と
な
つ
た
日
の
属
す
る
月

か
ら
退
職
し
た
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
月
数
（
第
二
条
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員

に
あ
つ
て
は
、
引
き
続
い
た
勤
務
日
数
が
職
員
み
な
し
日
数
以
上
あ
る
月
の
月

数
）
に
よ
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
在
職
期
間
の
計
算
は
、
職
員
と
な
つ
た
日
の
属
す
る
月

か
ら
退
職
し
た
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
月
数
（
第
二
条
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員

に
あ
つ
て
は
、
引
き
続
い
た
常
時
勤
務
を
要
す
る
職
員
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
て

い
る
勤
務
時
間
以
上
勤
務
し
た
日
が
十
八
日
以
上
あ
る
月
の
月
数
）
に
よ
る
。 

３
～
８ 

（
略
） 

３
～
８ 

（
略
） 

 
 

（
中
略
） 

（
中
略
） 

 
 

（
失
業
者
の
退
職
手
当
） 

（
失
業
者
の
退
職
手
当
） 

第
十
三
条 

（
略
） 

第
十
三
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
基
準
勤
続
期
間
と
は
、
職
員
と
し
て
の
勤
続
期
間
を
い
う
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
当
該
勤
続
期
間
に
係
る
職
員
と
な
つ
た
日
前
に
職
員
又
は
職
員

以
外
の
者
で
勤
務
日
数
が
職
員
み
な
し
日
数
以
上
あ
る
月
が
一
月
以
上
あ
る
も

の
（
季
節
的
業
務
に
四
箇
月
以
内
の
期
間
を
定
め
て
雇
用
さ
れ
、
又
は
季
節
的

に
四
箇
月
以
内
の
期
間
を
定
め
て
雇
用
さ
れ
て
い
た
者
に
あ
つ
て
は
、
引
き
続

き
当
該
所
定
の
期
間
を
超
え
て
勤
務
し
た
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
つ
た
者
（
以

２ 

前
項
の
基
準
勤
続
期
間
と
は
、
職
員
と
し
て
の
勤
続
期
間
を
い
う
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
当
該
勤
続
期
間
に
係
る
職
員
と
な
つ
た
日
前
に
職
員
又
は
職
員

以
外
の
者
で
常
時
勤
務
を
要
す
る
職
員
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
勤
務
時
間

以
上
勤
務
し
た
日
が
十
八
日
以
上
あ
る
月
が
一
月
以
上
あ
る
も
の
（
季
節
的
業

務
に
四
箇
月
以
内
の
期
間
を
定
め
て
雇
用
さ
れ
、
又
は
季
節
的
に
四
箇
月
以
内

の
期
間
を
定
め
て
雇
用
さ
れ
て
い
た
者
に
あ
つ
て
は
、
引
き
続
き
当
該
所
定
の
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下
こ
の
項
に
お
い
て
「
職
員
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
た
こ
と
が
あ
る
も
の
に

つ
い
て
は
、
当
該
職
員
等
で
あ
つ
た
期
間
を
含
む
も
の
と
し
、
当
該
勤
続
期
間

又
は
当
該
職
員
等
で
あ
つ
た
期
間
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
期
間
が
含
ま
れ
て
い

る
と
き
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
期
間
に
該
当
す
る
全
て
の
期
間
を
除
く
。 

期
間
を
超
え
て
勤
務
し
た
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
つ
た
者
（
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
職
員
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
た
こ
と
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当

該
職
員
等
で
あ
つ
た
期
間
を
含
む
も
の
と
し
、
当
該
勤
続
期
間
又
は
当
該
職
員

等
で
あ
つ
た
期
間
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
期
間
が
含
ま
れ
て
い
る
と
き
は
、
当

該
各
号
に
掲
げ
る
期
間
に
該
当
す
る
全
て
の
期
間
を
除
く
。 

 

一
・
二 

（
略
） 

 

一
・
二 

（
略
） 

３
～ 

 

（
略
） 

３
～ 

 

（
略
） 

 
 

（
後
略
） 

（
後
略
） 

 
 

 
 

 

付 

則 
 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

 
 

 

14 
 

14 
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港
区
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
四
年
港
区
条
例
第
四
十
号
）
新
旧
対
照
表
（
第
二
条

関
係
） 

改 
 

正 
 

案 

現 
 

 
 

 

行 

 
 

（
前
略
） 

（
前
略
） 

 
 

 

第
十
条
第
四
項
中
第
九
号
を
第
十
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
一
号

ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

五 

高
齢
者
部
分
休
業
（
地
方
公
務
員
法
第
二
十
六
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す

る
高
齢
者
部
分
休
業
及
び
そ
の
他
の
規
程
に
よ
る
こ
れ
に
相
当
す
る
休
業
を

い
う
。
）
の
期
間 

 

第
十
条
第
四
項
中
「
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
期
間
の
あ
る
月
に
あ

つ
て
は
現
実
に
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
要
す
る
日
の
あ
つ
た
月
を
除
き
、
第
八

号
に
掲
げ
る
期
間
の
あ
る
月
に
あ
つ
て
は
育
児
短
時
間
勤
務
等
（
地
方
公
務
員
の

育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
そ
の
他
の
法
律
の
規

定
に
よ
る
育
児
短
時
間
勤
務
及
び
育
児
短
時
間
勤
務
の
例
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
期
間
以
外
の
期
間
に
お
け
る
」
を
削
り
、
「
の
あ
つ
た

月
を
除
く
」
を
「
（
次
に
掲
げ
る
期
間
（
無
罪
の
判
決
が
確
定
し
た
場
合
に
お
け

る
第
二
号
に
掲
げ
る
期
間
を
除
く
。
）
以
外
の
期
間
に
お
け
る
週
休
日
等
（
港
区

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
年
港
区
条
例
第
一

号
）
第
四
条
及
び
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
週
休
日
、
同
条
例
第
十
条
及
び
第
十
一

条
の
規
定
に
よ
る
休
日
、
同
条
例
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た

代
休
日
並
び
に
そ
の
他
の
規
程
に
よ
る
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
日
）
以
外
の
日
を
い

う
。
）
の
あ
つ
た
月
を
除
く
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
中
「
育
児
短
時
間
勤
務
等
」

の
下
に
「
（
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
そ
の
他
の
法
律
の
規
定

6



に
よ
る
育
児
短
時
間
勤
務
及
び
育
児
短
時
間
勤
務
の
例
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を
い

う
。
第
十
一
条
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
十
号
と

し
、
同
項
第
七
号
中
「
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
」
の
下
に
「 

（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
項
第

六
号
を
同
項
第
八
号
と
し
、
同
項
第
五
号
中
「
以
下
」
を
「
第
十
一
条
第
四
項
に

お
い
て
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同
項
第
四
号
の
次
に
次
の
二
号

を
加
え
る
。 

 
 

五 

高
齢
者
部
分
休
業
（
地
方
公
務
員
法
第
二
十
六
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す

る
高
齢
者
部
分
休
業
及
び
そ
の
他
の
規
程
に
よ
る
こ
れ
に
相
当
す
る
休
業
を

い
う
。
）
の
期
間 

 
 

六 

自
己
啓
発
等
休
業
（
地
方
公
務
員
法
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
自
己

啓
発
等
休
業
を
い
う
。
第
十
一
条
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
期
間 

 
 

（
後
略
） 

（
後
略
） 

 
 

 
 

 

付 

則 
 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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